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1-7 その他
た

の緊
きん

急
きゅう

時
じ

（紛
ふん

失
しつ

など） 

(1) パスポートを紛
ふん

失
しつ

したとき 

パスポートを紛
ふん

失
しつ

したときは、すみやかに「遺
い

失
しつ

届
とどけ

出
で

証
しょう

明
めい

書
しょ

」を近
ちか

くの警
けい

察
さつ

で発
はっ

行
こう

してもらってください。そ

の後
あと

、母
ぼ

国
こく

の在
ざい

日
にち

大
たい

使
し

館
かん

・領
りょう

事
じ

館
かん

で再
さい

発
はっ

行
こう

の手
て

続
つづき

をとります。そのとき、遺
い

失
しつ

届
とどけ

に記
き

載
さい

されている受
じゅ

理
り

番
ばん

号
ごう

が必
ひつ

要
よう

になりますので、 必
かなら

ずメモをとるか、紛
ふん

失
しつ

届
とどけ

の控
ひか

えをお持
も

ちください。 

(2) 外
がい

国
こく

人
じん

登
とう

録
ろく

証
しょう

明
めい

書
しょ

を紛
ふん

失
しつ

したとき 

外
がい

国
こく

人
じん

登
とう

録
ろく

証
しょう

明
めい

書
しょ

は個
こ

人
じん

情
じょう

報
ほう

が記
き

載
さい

されているので、悪
あく

用
よう

されるおそれがあります。なくした場
ば

合
あい

は、至
し

急
きゅう

近
ちか

くの警
けい

察
さつ

署
しょ

か交
こう

番
ばん

に紛
ふん

失
しつ

したことを届
とど

け、紛
ふん

失
しつ

した日
ひ

から 14日
にち

以
い

内
ない

に居
きょ

住
じゅう

地
ち

の市
し

区
く

町
ちょう

村
そん

の役
やく

所
しょ

で再
さい

発
はっ

行
こう

の手
て

続
つづき

を 行
おこな

ってください。 

 また、外
がい

国
こく

人
じん

登
とう

録
ろく

証
しょう

明
めい

書
しょ

が割
わ

れたりした場
ば

合
あい

にも作
つく

り直
なお

すことになります。その場
ば

合
あい

も、今
いま

まで使
つか

ってい

た外
がい

国
こく

人
じん

登
とう

録
ろく

証
しょう

明
めい

書
しょ

を持
じ

参
さん

し、市
し

区
く

町
ちょう

村
そん

の役
やく

所
しょ

で再
さい

発
はっ

行
こう

の手
て

続
つづき

を 行
おこな

ってください。（B 外
がい

国
こく

人
じん

登
とう

録
ろく

 

5-1 再
さい

交
こう

付
ふ

申
しん

請
せい

 参
さん

照
しょう

） 

(3) キャッシュカードなどを紛
ふん

失
しつ

したとき 

キャッシュカードなどを紛
ふん

失
しつ

したときは、すみやかに「遺
い

失
しつ

届
とどけ

証
しょう

明
めい

書
しょ

」を近
ちか

くの警
けい

察
さつ

で発
はっ

行
こう

してもらいましょ

う。また、すぐに銀
ぎん

行
こう

やクレジット会
がい

社
しゃ

まで連
れん

絡
らく

し、取
と

り引
ひ

きを 中
ちゅう

断
だん

してもらいましょう。 

(4) 忘
わす

れ物
もの

、落
おと

し物
もの

をしたとき 

近
ちか

くの交
こう

番
ばん

か警
けい

察
さつ

署
しょ

に行
い

って問
と

い合
あ

わせてください。電
でん

車
しゃ

やバスの中
なか

で落
おと

し物
もの

や忘
わす

れものをした場
ば

合
あい

は、

直
ちょく

接
せつ

駅
えき

員
いん

や乗
じょう

務
む

員
いん

、または運
うん

行
こう

会
がい

社
しゃ

まで問
と

い合
あ

わせてください。 

 交
こう

番
ばん

や警
けい

察
さつ

署
しょ

に届
とど

けられた落
おと

し物
もの

や忘
わす

れ物
もの

の情
じょう

報
ほう

は、各
かく

警
けい

察
さつ

署
しょ

ごとにまとめられ、落
お

とした人
ひと

が3ヵ月
げつ

以
い

内
ない

に取
と

りに来
こ

なかった場
ば

合
あい

は、届
とど

けた人
ひと

のものになります。落
おと

し物
もの

をした場
ば

合
あい

は、なるべく早
はや

く、警
けい

察
さつ

署
しょ

や

交
こう

番
ばん

まで問
と

い合
あ

わせてください。 
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